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交付年月日　 平成　　　年　　  月　　  日26
有効期限　　平成　　　年　　  月　　  日

記号番号

被保険者氏名
生年月日
資格取得年月日
世帯主氏名　　　  津市　太郎
世帯主住所　　　  三重県津市西丸之内23̶1

27 309国民健康保険
被 保 険 者 証

保険者番号
保険者名　　　　  三重県津市

1234567

津市　太郎
ツ シ    タロウ

240010

10 1

平成　　　年　　  月　　  日17
昭和　　　年　　  月　　  日　　性別　男19 206

4 1

納付には便利な口座振替を納付には便利な口座振替を

10月１日から国民健康保険被保険者証が変わります10月１日から国民健康保険被保険者証が変わります

こんなときは手続きが必要ですこんなときは手続きが必要です

　現在使っている国民健康保険被保険者証(以
下、保険証という)の有効期限は、９月30日で
す。10月１日からは新しい保険証を窓口で提示
してください。
　新しい保険証は、９月中旬に国民健康保険被保
険者のいる世帯主宛てに簡易書留郵便で郵送され
ます。１通の封筒につき３枚までの保険証が入っ
ています。被保険者が４人以上の場合は、複数の
封筒で送付されますので、ご注意ください。
　旧保険証は、10月１日以降に保険医療助成課
または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所
に返却するか、各自で処分してください。処分す
る場合は、有効期限を確認の上、住所・氏名など
が分からないように裁断するなど、十分注意して
ください。

　なお、後期高齢者医療制度加入などに伴い、有
効期限が９月30日ではない場合があります。そ
の場合は有効期限までに新しい医療制度適用後の
被保険者証が届きます。

◆他の健康保険(社会保険など)に加入したとき
　津市国民健康保険の資格喪失手続きが必要にな
ります。
手続きに必要なもの 
●新しい健康保険証
●印鑑
●津市国民健康保険の保険証

◆保険証を破損や紛失したとき
　破損や紛失をして保険証が使えなくなったとき
は、すぐに保険医療助成課または各総合支所市民
福祉課(市民課)、各出張所に届け出て、再交付を
受けてください。
再交付に必要なもの　
●身分証明書(運転免許証など)
●印鑑

◆交通事故などで国民健康保険を使いたいとき
　交通事故や暴力行為な
ど、第三者(自分以外の
人)の行為によるけがの
治療に国民健康保険を使
う場合は、保険者(市)へ
の届け出が義務付けられています。本来は、加害
者が医療費の全額を負担しますが、国民健康保険
を使う場合は、国民健康保険が加害者に代わって
一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者
へ請求することになりますので、必ず事前に連絡
し、必要書類を提出してください。
　自損事故の場合でも、国民健康保険を使うため
には届け出が必要になります。ただし、飲酒運転
や無免許運転など悪質な法令違反の場合、給付対
象にはなりません。

新しい保険証
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　国民健康保険料の納付は、口座振替を利用す
ると、納める手間や納め忘れがなく便利です。
手続きは、市内に支店のある金融機関やゆうち
ょ銀行で簡単にできますので、保険証または

納入通知書と通帳、通帳印(届出印)を持参の
上、申し込んでください。
　なお、口座振替は申し込んだ月の翌月末の納
期分から開始します。
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